
（平成12年12月成立、平成13年８月施行、令和2年6月改正法成立・公布※）

マンション管理適正化法の概要

土地利用の高度化の進展その他国民の生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大
マンションの管理の適正化を推進するための各種措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図る
⇒ 国民生活の安定向上・国民経済の健全な発展に寄与

目的

主な措置

〇 マンション管理事務の実施
○ 管理業務主任者の設置

マンション管理業者

管理組合等による自主的な適正管理への
努力義務規定
マンション管理士制度の創設
マンション管理業の適正化

（登録制度の創設、管理業者の団体の指定）

マンション管理適正化推進センターの指定
設計図書の交付義務付け
国による基本方針の策定
地方公共団体による管理適正化の推進

（推進計画作成、管理計画認定、助言・指導等）

地方住宅供給公社による業務特例の制定

＜各主体の主な役割＞

助言

自主的な組合運営

管理
組合

○ 管理適正化推進計画の作成
○ マンション管理計画の認定
○ 助言・指導等

地方公共団体

○ 管理組合等への
助言・指導

マンション管理士

適正な管理

○ 基本方針の策定

国

○ 管理組合等への情報・資料の提供
〇 技術的支援 等

マンション管理適正化推進センター

・管理計画認定
・助言・指導・勧告

支援

連携

支援 ○ 修繕、その他の管理※

〇 管理計画認定マンション
の修繕の企画・調整

地方住宅供給公社

※推進計画に記載がある場合

登録

※公布後２年以内施行

※国土交通大臣が指定
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基本方針・推進計画・管理適正化指針の関係

マンションの管理の適正化の推進を図る
ための基本的な方針（基本方針）

マンション管理適正化指針

【法第３条】

【法第３条の２】

【作成主体：国】

推進計画の作成に至らない市区等推進計画を作成する市区等

省令

+
都道府県等

マンション管理適正化指針

+
管
理
計
画
認
定
制
度

+

助
言
・
指
導
・
勧
告

※制度適用
なし

認定基準（法第５条の４）

○国は基本方針を策定し、マンションの管理の適正化に関する基本的な指針（マンション管理適正化指針）に関する事項を定める。
○市区等は基本方針に基づきマンション管理適正化推進計画（推進計画）を定めることができる。
○推進計画では市区等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する指針（都道府県等マンション管理適正化指針）を
定める。

※当該指針において市区等は、国の指針に加えて市区等の地域性を踏まえた独自の指針を定めることも可能。

マンション管理適正化推進計画（推進計画）

国の適正化指針と同
様の内容を市区等の
管理適正化指針とす
る。

国の管理適正化指針
に加えて市区等の地域
性を踏まえた観点や水
準を記載。

【作成主体：市区等】

市区等独自の
管理適正化指針なし

都道府県等
マンション管理適正化指針

市区等独自の
管理適正化指針あり

＜管理計画認定制度、助言・指導・勧告と基準となる指針等との関係＞

都道府県等
マンション管理適正化指針

マンション管理適正化指針

マンション管理適正化指針

マンション管理適正化指針

※市区等独自の指針を定めた場合は、管理計画認定
にあたり当該上乗せ基準についても審査が必要。
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マンションの管理の適正化の推進 【マンション管理適正化法の改正】

〇マンションの管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定、地方公共団体による計画の策定、
指導・助言等の制度等を創設

管理の適正化のために必要に応じて
助言及び指導を行い、管理組合の管
理・運営が著しく不適切であることを把
握したときは勧告をすることができる

※管理・運営が不適切なマンションの例
・管理組合の実態がない
・管理規約が存在しない
・管理者等が定められていない
・集会（総会）が開催されていない 等

※ 現在、地方公共団体により行われている
マンション管理適正化のための取組の事例

・専門家の派遣
・セミナーの開催
・相談窓口の設置 等

計画を定めた地方公共団体は、一定の基準
を満たすマンションの管理計画を認定すること
ができる

※ 認定の際に確認する事項
・修繕その他の管理の方法
・資金計画
・管理組合の運営状況 等

助言、指導及び勧告

◆マンション管理適正化法の改正

管理水準・高

管理水準・低

＜マンションの管理水準のイメージ＞

（管理が不適切なマンション）

国によるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針の策定

地方公共団体によるマンション管理適正化の推進

国の基本方針に基づき、地方公共団体は
管理適正化の推進のための計画を策定

※ 管理適正化推進計画の内容
・マンションの管理状況の実態把握方法
・マンションの管理適正化の推進施策 等

マンション管理適正化推進計画制度(任意)

※ 事務主体は市区（市区以外の区域は都道府県）

適切な管理を
行うマンション

管理水準の
底上げ

管理計画認定制度



マンションの管理計画認定制度の概要

マンション管理適正化推進計画を
作成した市区（町村は都道府県）

認定
（５年毎の更新）

認定申請を
集会で決議

＜管理計画認定の流れ（イメージ）＞

認定申請

マンションの管理組合の管理者等

〇 推進計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する
ことができる。

※ 管理計画認定を取得したマンションの取得等については、金利の引下げ措置を講じることを予定。
【住宅金融支援機構融資（フラット３５、マンション共用部分リフォーム融資）】

＜管理計画認定による好循環＞

管理計画
認定

管理計画
認定

市場評価市場評価

管理意識の
向上

管理意識の
向上

管理の
適正化
管理の
適正化

【認定基準（主なもの）】＜令和3年9月28日公布＞
（１）修繕その他管理の方法

・長期修繕計画の計画期間が一定期間以上あること 等
（２）修繕その他の管理に係る資金計画

・長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定されていること 等
（３）管理組合の運営状況

・総会を定期的に開催していること 等
（４）管理適正化指針・市区独自の管理適正化指針に照らして

適切なものであること

・認定制度を通じて、マ
ンションの管理適正化が
推進される

・マンションの売却・購入
予定者だけでなく、区分
所有者や居住者にとって
もメリットが期待される

【令和2年6月16日成立、同年6月24日公布、令和4年4月1日施行】


